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地方公務員法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定に基づき、平成��年��月採用島根県警察官（大学卒）採用

試験を次のとおり実施する。

平成��年�月�	日

島根県人事委員会委員長 中 村 寿 夫

� 受付期間

平成��年�月�	日（月）～同年
月��日（金）

受付時間は、午前�時��分から午後時��分まで（土曜日及び日曜日を除く。）。郵送による場合は、
月��日まで

の消印のあるものに限り受け付ける。インターネットによる場合は、
月��日（金）午後時��分までに到着したもの

に限り受け付ける。

� 採用予定人員及び職務内容

（注） 採用予定人員は、変更する場合がある。

� 受験資格

� 次の各号のいずれかに該当する者

ア 昭和	�年
月�日から昭和��年
月�日までに生まれた男性で、学校教育法による大学（島根県人事委員会が同

等と認める者を含み、短期大学を除く。以下「大学」という。）を卒業した者又は平成��年�月��日までに卒業す

る見込みの者

イ 昭和��年
月�日以降に生まれた男性で、大学を卒業した者又は平成��年�月��日までに卒業する見込みの者

� 次の各号に該当しない者

ア 日本の国籍を有しない者

イ 成年被後見人又は被保佐人（経過措置による準禁治産者を含む。）

ウ 禁錮
こ

以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

エ 島根県の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から�年を経過しない者

オ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党

その他の団体を結成し、又はこれに加入した者


 試験の日時、試験地、試験場及び合格発表

号外第��号 平成��年�月�	日 (�)

採用区分 採用予定人員 職 務 内 容

男性 ��名
警察本部又は県内の警察署に勤務し、個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、

鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持
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平成��年��月採用島根県警察官（大学卒）採用試験の実施
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平成��年�月�	日 (金)
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(毎週火・金曜日発行)
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� 試験の種目及び内容

号外第��号 平成��年�月��日(�)

区分 日 時 試験地及び試験場 合 格 発 表

第

�

次
試
験

平成��年�月��日（日）

受付時間

�：��～	：��

試験時間（予定）

	：��～�
：��

松
江
市

島根県職員会館

(松江市内中原町) �月��日に県庁前掲示板に合格者の受験

番号を掲示するほか、受験者（棄権者を

除く。）に結果を通知する。浜
田
市

島根県立大学

(浜田市野原町)

第�

次
試
験

平成��年�月��日（日）～

��日（火）

（受験者数により試験終了

時間が変動する。）

松
江
市

島根県職員会館
（松江市内中原町）

月	日に県庁前掲示板に合格者の受験

番号を掲示するほか、受験者（棄権者を

除く。）に結果を通知する。

区分 試験種目 内 容

第

�

次

試

験

教養試験（���点) 警察官として必要な知識及び知能についての択一式による筆記試験

身体検査 警察官として職務遂行上必要な身体・体力を有するかどうかの検査。なお、次の基準を

満たさない者は不合格とする。

体力検査（��点） 警察官として職務遂行上必要な体力を有するかどうかの検査

反復横跳び、腕立て伏せ、立ち幅跳び、上体起こし、時間往復走を行うが、一定基準を

満たさない者は不合格とする。

特技加点（��点） 別欄に掲げる対象特技（英語、柔道、剣道）の該当者に、程度に応じて一定点を加点す

る。

第�

次
試
験

人物試験（���点) 人物並びに警察官としての職務遂行能力等をみる目的での個別面接（事前に自己紹介書

の提出）

作文試験（���点) 文章による表現力、思考力等についての試験

適性検査 職務遂行に必要な適性の検査

身体検査 職務遂行に必要な健康度を有するかどうかの検査（健康診断書の提出）

男

性

・身長 おおむね���センチメートル以上

・体重 おおむね�
キログラム以上

・胸囲 おおむね
�センチメートル以上

・視力 両眼とも裸眼視力が���以上、又は矯正視力が���以上

・色覚 正常であること。

・聴力 正常であること。

・指及び関節 正常であること。

・その他 握力及び肺活量が一定の基準以上であること。

対 象 特 技

英語

ア 実用英語技能検定 (英検) 準�級以上

イ ＴＯＥＩＣ �
�点以上

ウ ＴＯＥＦＬ ＰＢＴ ��
点以上

ＣＢＴ ���点以上

エ 国際連合公用語英語検定 (国連英検) Ｄ級以上

柔道 初段以上 (講道館認定)
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� 受験手続

� 申込書の交付

ア 申込書は、島根県人事委員会事務局、島根県庁�階受付、島根県警察本部警務課、県内各警察署、隠岐支庁県民

局、各県民センター及び各事務所、島根県東京事務所、島根県大阪事務所及び島根県広島事務所で交付する。

イ 申込書を郵便で請求する場合は、封筒の表に「警察官請求」と朱書し、���円切手をはったあて先明記の返信用

封筒（角形�号）を同封して、島根県人事委員会事務局あて請求すること。

� 受験の申込み

申込書に必要な事項を記入し、島根県人事委員会事務局に提出するか、又は島根県人事委員会のホームページの申

込画面からインターネットにより申し込むこと。申込書を郵送する場合は、封筒の表に「警察官申込」と朱書し、配

達記録郵便又は簡易書留郵便にすること。

� 合格から採用まで

� 合格者は、警察官採用候補者名簿に登載され、任命権者（島根県警察本部長）からの請求に応じて成績順に推薦さ

れ、そのうちから採用者が決定される。

なお、採用候補者名簿の有効期間は、名簿確定の日から原則として�年間とする。

� 大学を卒業する見込みであることを要件として受験した者について、所定の時期までに卒業できなかった場合や、

�の受験資格を満たさない場合は採用される資格を失う。

� 採用後は、巡査に任命され、警察学校に入校し、�ヶ月間初任科教養を受けた後、島根県警察本部又は島根県内の

各警察署に配置される。

	 給与

初任給は、平成��年
月�日現在、大学卒��歳で月額������円で、このほか給与条例等の定めに従い扶養手当、通

勤手当、期末手当、勤勉手当等の諸手当が支給される。（大学卒業後の経歴を有する者については、その経歴に応じて

給料月額を決定する。）

なお、給与については本県の財政事情により、現在、一定割合 (�％) の減額措置を実施している。

号外第��号 平成��年�月��日 (�)

剣道 初段以上 (全日本剣道連盟認定)

確 認 方 法

対象特技を証明する書類（合格証書・段位証書等）の原本とその写し（Ａ
判）を第�次試験

受付時に提出する。

次の各号のいずれかに該当する場合は加点しない。

ア 原本を第�次試験の受付時に提出できない場合

イ 提出された書類で必要事項が確認できない場合



平成��年�月��日 印刷
平成��年�月��日 発行 発行者 島 根 県 発行所 松江市殿町 島 根 県 庁

印 刷 松江市学園南 松陽印刷所
定価 �か月 �����円

（送料共)

島 根 県 報号外第��号 平成��年�月��日(�)
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